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○八幡平市出会い支援事業補助金交付要綱 

 平成21年６月15日告示第108号 

改正 

令和５年５月29日告示第88号 

令和８年３月31日告示第35号 

 

八幡平市出会い支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内において、結婚を望む男女の出会いの場を積極的に支援する事業

（以下「対象事業」という。）を市長が認める団体、法人又は個人（以下「補助事業者」と

いう。）が行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、

八幡平市補助金等交付規則（平成17年八幡平市規則第68号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業者） 

第２条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 市内に住所又は活動の本拠を有すること。 

(２) 団体及び法人にあってはその代表者、個人にあっては当該個人が成人であること。 

（対象事業及び補助額） 

第３条 対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。 

(１) 独身の男女が出会うための交流会等（以下「交流会」という。）を企画し、実施する

こと。 

(２) 交流会の開催後においても継続的に情報提供及び個別相談を行うなどの支援があるこ

と。 

(３) 営利目的でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱以外の補助制度の対象となる事業については補助しな

い。 

３ 補助金の額は、事業に要する経費から会費その他の収入額を控除した額とし、30万円を限

度とする。この場合において、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする。 

（前金払） 

第４条 補助金の前金払を請求しようとするときは、八幡平市出会い支援事業補助金前金払請

求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（提出書類等） 

第５条 規則により定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成21年６月15日から施行する。 

附 則（令和５年５月29日告示第88号） 

 この告示は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月31日告示第35号） 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



2/7 

別表（第４条、第５条関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 

規則第３条の規定による

書類 

八幡平市出会い支援事業補助金交付申請書 様式第１号 

１ 出会い支援事業計画書 様式第２号 

２ 出会い支援事業収支予算書 様式第３号 

３ その他市長が必要と認める書類  

規則第12条の規定による

書類 

１ 出会い支援事業実績書 様式第２号 

２ 出会い支援事業収支決算書 様式第３号 

３ 経費の支払に係る書類  

４ その他市長が必要と認める書類  

規則第14条第１項の規定

による書類 

八幡平市出会い支援事業補助金交付請求書 様式第４号 

規則第14条第２項の規定

による書類 

八幡平市出会い支援事業補助金前金払請求書 様式第５号 
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様式第１号（別表関係） 
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様式第２号（別表関係） 

 



5/7 

様式第３号（別表関係） 
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様式第４号（別表関係） 

 



7/7 

様式第５号（第４条、別表関係） 

 


